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第　 7 8 　 号

　 　 　 熊本県総合福祉センター条例の一部を改正する条例の制定について

　 熊本県総合福祉センター条例の一部を改正する条例を次のよう に制定するこ と と する。

　 　 令和 8年 2月 1 7 日提出

熊本県知事　 木　 村　 敬　 　 　

　 　 　 熊本県総合福祉センター条例の一部を改正する条例

　 熊本県総合福祉センター条例（ 平成 5年熊本県条例第 4 7号） の一部を次のよう に改正

する。

　 別表中「 9 ， 1 4 0 円」 を「 9 ， 2 0 0 円」 に、 「 1 2 ， 4 4 0 円」 を「 1 2 ， 3 0 0

円」 に、 「 2 1 ， 5 6 0 円」 を「 2 1 ， 4 0 0 円」 に、 「 3 ， 2 0 0 円」 を「 2 ， 8 0 0

円」 に、 「 4 ， 1 8 0 円」 を「 3 ， 8 0 0 円」 に、 「 7 ， 2 6 0 円」 を「 6 ， 5 0 0 円」

に、 「 1 ， 7 6 0 円」 を「 2 ， 0 0 0 円」 に、 「 2 ， 4 2 0 円」 を「 2 ， 7 0 0 円」 に、

「 4 ， 3 0 0 円」 を「 4 ， 6 0 0 円」 に、 「 2 ， 7 6 0 円」 を「 3 ， 2 0 0 円」 に、 「 3 ，

7 4 0 円」 を「 4 ， 2 0 0 円」 に、 「 6 ， 5 0 0 円」 を「 7 ， 3 0 0 円」 に、 「 3 ， 4 1

0 円」 を「 3 ， 3 0 0 円」 に、 「 4 ， 5 1 0 円」 を「 4 ， 4 0 0 円」 に、 「 7 ， 8 1 0 円」

を「 7 ， 7 0 0 円」 に改める。

　 　 　 附　 則

　 （ 施行期日）

1 　 この条例は、 令和 9年 4月 1日から施行する。 ただし、 附則第 3項及び第 4項の規定

は、 公布の日から施行する。

　 （ 経過措置）

2 　 改正後の熊本県総合福祉センター条例（ 以下「 条例」 と いう 。 ） 別表の規定は、 この

条例の施行の日（ 以下「 施行日」 と いう 。 ） 以後の使用に係る使用料について適用し、

同日前の使用に係る使用料については、 なお従前の例による。

3 　 改正後の条例第 9条第 1項の使用料については、 施行日前においても 、 改正後の条例

の使用料に関する規定の例により 、 改正後の条例別表に定める額を徴収すること ができ

る。

4 　 前項の規定にかかわらず、 条例第 1 1 条第 1項の規定により 熊本県総合福祉センター

の管理を指定管理者に行わせる場合には、 施行日前であっても 、 改正後の条例の熊本県

総合福祉センターの施設等の利用に係る料金（ 以下「 利用料金」 と いう 。 ） に関する規

定の例により 、 知事は、 当該指定管理者に、 改正後の条例第 1 3条第 1項の利用料金を

収受させるこ と ができ、 当該指定管理者は、 同条第 3項の利用料金の減免又は還付をす

ること ができる。

　 （ 提案理由）

1
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　 使用料の積算方法の見直しに伴い、 使用料の額を改定する必要がある。

　 これが、 この条例案を提出する理由である。

2



     
熊本県総合福祉センター条例の一部を改正する条例（案）の概要 

健康福祉政策課  

 

議案番号 

 

  条 例 名 

 

                  内             容 

 

第７８号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊本県総合福祉

センター条例の

一部を改正する

条例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 条例改正の趣旨 

  熊本県総合福祉センターの会議室使用料の積算方法の見直し

に伴い関係規定を整備する。 

 

２ 内容 

(1) 使用料の額を改定する。 

(2) 所要の経過措置を定める。 

                             

３ 施行期日 

令和９年４月１日 ただし、２(2)の一部は公布の日から施行

する。 
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第　 7 9 　 号

　 　 　 熊本県食品衛生基準条例の一部を改正する条例の制定について

　 熊本県食品衛生基準条例の一部を改正する条例を次のよう に制定すること と する。

　 　 令和 8年 2月 1 7 日提出

熊本県知事　 木　 村　 敬　 　 　

　 　 　 熊本県食品衛生基準条例の一部を改正する条例

　 熊本県食品衛生基準条例（ 平成 1 2年熊本県条例第 2 0号） の一部を次のよう に改正す

る。

　 第 2条第 1項中「 昭和 2 8年政令第 2 2 9 号」 の次に「 。 以下「 令」 と いう 」 を加える。

　 別表第 1第 5項第 2号中「 次表」 を「 ただし 、 従業者が常駐せず全自動調理機（ 自動的

に食品を調理し、 調理された食品を提供する機能を有する調理器具であって、 令第 3 4 条

の 2第 2号の調理の機能を有する自動販売機と 同等以上の材質、 構造、 機能等を有するも

のをいう 。 以下同じ。 ） により 調理された食品を販売する営業を除く 。 別表第 2第 1項第

1号ア」 に改め、 同項第 3号中「 場合」 の次に「 （ 従業者が常駐せず全自動調理機により

調理された食品を販売する場合を除く 。 別表第 2第 1項第 1号において同じ。 ） 」 を加え、

同項中第 6号を第 7号と し 、 第 5号を第 6号と し、 第 4号を第 5号と し 、 同号の前に次の

1号を加える。

　 　（ 4 ）　 飲食店営業のう ち、 従業者が常駐せず全自動調理機により 調理された食品を販

売する場合にあっては、 第 3項第 8号、 第 9号、 第 1 2 号、 第 1 3 号、 第 1 6 号及

び第 1 7号並びに前項第 7号の基準を適用しない。

　 別表第 2第 1項を次のよう に改める。

　 1 　 飲食店営業

　 　（ 1 ）　 自動車において調理をする場合にあっては、 次に掲げる要件を満たすこ と 。

ア　 簡易な営業にあっては、 1日の営業において約 4 0 リ ッ ト ルの水を供給し、 か

つ、 廃水を保管するこ と のできる貯水設備を有するこ と 。

イ 　 比較的大量の水を要しない営業にあっては、 1日の営業において約 8 0 リ ッ ト

ルの水を供給し、 かつ、 廃水を保管するこ と のできる貯水設備を有するこ と 。

ウ　 比較的大量の水を要する営業にあっては、 1 日の営業において約 2 0 0 リ ッ ト

ルの水を供給し、 かつ、 廃水を保管するこ と のできる貯水設備を有するこ と 。

　 　（ 2 ）　 従業者が常駐せず、 全自動調理機により 調理された食品を販売する場合にあっ

ては、 次に掲げる要件を満たすこ と 。

ア　 施設（ 全自動調理機を含む。 イ及びカにおいて同じ。 ） の全体の衛生状況を確

認するための監視設備を有するこ と 。

イ 　 施設に異常が生じた場合に、 当該施設の営業者が全自動調理機を停止するこ と

4
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ができる機能を有すること 。

ウ　 全自動調理機が、 原材料の温度、 調理の工程等の状況を監視し、 異常が生じた

場合に自動的に停止する機能を有するこ と 。

エ　 全自動調理機が、 外部からの汚染等を防止する構造を持つ、 調理後の食品に係

る保管設備を有するこ と 。

オ　 全自動調理機が、 調理後の食品について、 一定の時間を経過した場合には、 当

該食品を提供しない機能を有するこ と 。

カ　 施設に異常が生じた場合に当該施設の営業者と 連絡ができるよ う 、 当該営業者

の連絡先の掲示を行う こ と 。

　 　 　 附　 則

　 この条例は、 令和 8年 4月 1日から施行する。

　 （ 提案理由）

　 食品衛生法施行規則（ 昭和 2 3年厚生省令第 2 3 号） の一部改正に伴い、 関係規定を整

備する必要がある。

　 これが、 この条例案を提出する理由である。

5



      
熊本県食品衛生基準条例の一部を改正する条例（案）の概要 

健康危機管理課  

 

 

議案番号 

 

  条 例 名 

 

                  内             容 

 

第７９号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊本県食品衛生

基準条例の一部

を改正する条例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 条例改正の趣旨 

  食品衛生法施行規則（昭和２３年厚生省令第２３号）の一部改

正に伴い、関係規定を整備する。 

 

２ 内容 

  従業者が常駐せず、全自動調理機により調理された食品を販売

する営業形態についての施設基準に係る規定を整備する。（第２

条、別表第１、別表第２関係） 

 

３ 施行期日 

   食品衛生法施行規則の一部改正の施行期日と同じ。 

（令和８年４月１日） 
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第　 8 0 　 号

熊本県介護医療院の人員、 施設及び設備並びに運営の基準に関する条例の一部を改

正する条例の制定について

　 熊本県介護医療院の人員、 施設及び設備並びに運営の基準に関する条例の一部を改正す

る条例を次のよう に制定するこ と と する。

　 　 令和 8年 2月 1 7 日提出

熊本県知事　 木　 村　 敬　 　 　

熊本県介護医療院の人員、 施設及び設備並びに運営の基準に関する条例の一部を改

正する条例

　 熊本県介護医療院の人員、 施設及び設備並びに運営の基準に関する条例（ 平成 3 0 年熊

本県条例第 1 5号） の一部を次のよう に改正する。

　 第 1 8 条第 6号中「 第 2条第 1 7 項」 を「 第 2 条第 1 8項」 に改める。

　 　 　 附　 則

　 この条例は、 公布の日から施行する。

　 （ 提案理由）

　 医薬品、 医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律（ 昭和 3 5年法律

第 1 4 5 号） の一部改正に伴い、 関係規定を整理する必要がある。

　 これが、 この条例案を提出する理由である。

7



    
熊本県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の 
基準に関する条例の一部を改正する条例（案）の概要 

高齢者支援課  

 

議案番号 

 

  条 例 名 

 

                  内             容 

 

第８０号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊本県介護医療

院の人員、施設

及び設備並びに

運営の基準に関

する条例の一部

を改正する条例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 条例改正の趣旨 

  医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す

る法律（昭和３５年法律第１４５号）の一部改正に伴い、関係規

定を整理する。 

 

２ 内容 

  医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す

る法律の一部改正に伴う所要の規定の整理を行う。（第１８条関

係） 

                              

３ 施行期日 

   公布の日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8
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第　 8 1 　 号

　 　 　 熊本県看護師等修学資金貸与条例の一部を改正する条例の制定について

　 熊本県看護師等修学資金貸与条例の一部を改正する条例を次のよう に制定するこ と と す

る。

　 　 令和 8年 2月 1 7 日提出

熊本県知事　 木　 村　 敬　 　 　

　 　 　 熊本県看護師等修学資金貸与条例の一部を改正する条例

　 熊本県看護師等修学資金貸与条例（ 昭和 3 7年熊本県条例第 3 3 号） の一部を次のよう

に改正する。

　 附則第 2項中「 特例基準割合（ 当該年の前年に」 を「 遅延利息特例基準割合（ 平均貸付

割合（ 」 に、 「 の規定により 告示された割合」 を「 に規定する平均貸付割合をいう 。 ） 」

に改める。

　 　 　 附　 則　

　 この条例は、 公布の日から施行する。

　 （ 提案理由）

　 租税特別措置法（ 昭和 3 2 年法律第 2 6号） の一部改正に伴い、 関係規定を整理する必

要がある。

　 これが、 この条例案を提出する理由である。

9



     
熊本県看護師等修学資金貸与条例の一部を改正する条例（案）の概要 

医療政策課  

 

議案番号 

 

  条 例 名 

 

                  内             容 

 

第８１号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊本県看護師等

修学資金貸与条

例の一部を改正

する条例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 条例改正の趣旨 

租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）の一部改正に伴い、

関係規定を整理する。 

 

 

２ 内容 

租税特別措置法の一部改正に伴い、延滞金に関する規定を整理

する。（附則第２項関係） 

                              

３ 施行期日 

   公布の日 
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第　 8 2 　 号

　 　 　 熊本県医師修学資金貸与条例の一部を改正する条例の制定について

　 熊本県医師修学資金貸与条例の一部を改正する条例を次のよう に制定するこ と と する。

　 　 令和 8年 2月 1 7 日提出

　 熊本県知事　 木　 村　 敬　 　 　

　 　 　 熊本県医師修学資金貸与条例の一部を改正する条例

　 熊本県医師修学資金貸与条例（ 平成 2 0 年熊本県条例第 4 5 号） の一部を次のよう に改

正する。

　 第 2条第 1号中「 者」 の次に「 又は入学を予定する者」 を加える。

　 第 1 1 条第 2号中「 第 2条の災害」 を「 第 2 条第 1項の災害」 に改める。

　 附則第 2項中「 特例基準割合（ 当該年の前年に」 を「 遅延利息特例基準割合（ 平均貸付

割合（ 」 に、 「 の規定により 告示された割合」 を「 に規定する平均貸付割合をいう 。 ） 」

に改める。

　 　 　 附　 則

　 この条例は、 公布の日から施行する。

　 （ 提案理由）

　 修学資金の貸与を早期に行う ため、 関係規定を整備する必要がある。

　 これが、 この条例案を提出する理由である。

11



      
熊本県医師修学資金貸与条例の一部を改正する条例（案）の概要 

医療政策課  

 

議案番号 

 

  条 例 名 

 

                  内             容 

 

第８２号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊本県医師修学

資金貸与条例の

一部を改正する

条例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 条例改正の趣旨 

  修学資金の貸与を早期に行うため、関係規定を整備する。 

 

２ 内容 

 (1) 修学資金の貸与を受ける者の選定要件に、大学の医学を履 

  修する課程に入学を予定する者を追加する。（第２条関係） 

 (2)  所要の規定の整理を行う。（第１１条、附則第２項関係） 

                            

３ 施行期日 

  公布の日 
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第　 8 3 　 号

　 　 　 熊本県国民健康保険法施行条例の一部を改正する条例の制定について

　 熊本県国民健康保険法施行条例の一部を改正する条例を次のよう に制定するこ と と する。

　 　 令和 8年 2月 1 7 日提出

熊本県知事　 木　 村　 敬　 　 　

　 　 　 熊本県国民健康保険法施行条例の一部を改正する条例

　 熊本県国民健康保険法施行条例（ 平成 3 0 年熊本県条例第 2 2号） の一部を次のよう に

改正する。

　 目次中「 第 2 4条」 を「 第 2 7 条」 に、 「 第 2 5 条」 を「 第 2 8 条」 に改める。

　 第 1 2 条から第 2 4 条までを次のよう に改める。

　 （ 医療費指数反映係数の基準）

第 1 2 条　 算定政令第 9条第 3項の条例で定める基準は、 0 以上 1以下であるこ と と する。

　 （ 年齢調整後医療費指数）

第 1 3 条　 算定政令第 9条第 4項の条例で定める値は、 各市町村につき、 当該市町村に係

る同項第 1号に掲げる値と する。

　 （ 一般納付金所得係数の基準）

第 1 4 条　 算定政令第 9条第 5項の条例で定める基準は、 同項第 1号に掲げる額を同項第

2号に掲げる額で除して得た数であるこ と と する。

　 （ 一般納付金所得等割合）

第 1 5 条　 算定政令第 9条第 6項の条例で定める数は、 各市町村につき、 当該市町村に係

る同項第 1号に掲げる数と する。

　 （ 一般納付金被保険者数等割合）

第 1 6 条　 算定政令第 9条第 7項の条例で定める数は、 各市町村につき、 当該市町村に係

る同項第 2号に掲げる数と する。

　 （ 一般納付金被保険者均等割指数の範囲）

第 1 7 条　 算定政令第 9条第 9項の条例で定める範囲（ 一般納付金被保険者均等割指数に

係るものに限る。 ） は、 0 を超え 1未満と する。

　 （ 後期高齢者支援金等納付金所得係数の基準）

第 1 8 条　 算定政令第 1 0条第 3項の条例で定める基準は、 同項第 1号に掲げる額を同項

第 2号に掲げる額で除して得た数であるこ と と する。

　 （ 後期高齢者支援金等納付金所得等割合）

第 1 9 条　 算定政令第 1 0条第 4項の条例で定める数は、 各市町村につき、 当該市町村に

係る同項第 1号に掲げる数と する。

　 （ 後期高齢者支援金等納付金被保険者数等割合）
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第 2 0 条　 算定政令第 1 0 条第 5項の条例で定める数は、 各市町村につき、 当該市町村に

係る同項第 2号に掲げる数と する。

　 （ 後期高齢者支援金等納付金被保険者均等割指数の範囲）

第 2 1 条　 算定政令第 1 0 条第 7項の条例で定める範囲（ 後期高齢者支援金等納付金被保

険者均等割指数に係るものに限る。 ） は、 0 を超え 1未満と する。

　 （ 介護納付金納付金所得係数の基準）

第 2 2 条　 算定政令第 1 1 条第 3項の条例で定める基準は、 同項第 1号に掲げる額を同項

第 2号に掲げる額で除して得た数であるこ と と する。

　 （ 介護納付金納付金所得等割合）

第 2 3 条　 算定政令第 1 1 条第 4項の条例で定める数は、 各市町村につき、 当該市町村に

係る同項第 1号に掲げる数と する。

　 （ 介護納付金賦課被保険者数等割合）

第 2 4 条　 算定政令第 1 1 条第 5項の条例で定める数は、 各市町村につき、 当該市町村に

係る同項第 1号に掲げる数と する。

　 第 2 5 条を第 2 8 条と し 、 第 4章中第 2 4条の次に次の 3条を加える。

　 （ 子ども ・ 子育て支援納付金納付金所得係数の基準）

第 2 5 条　 算定政令第 1 1 条の 2第 3項の条例で定める基準は、 同項第 1号に掲げる額を

同項第 2号に掲げる額で除して得た数であるこ と と する。

　 （ 子ども ・ 子育て支援納付金納付金所得等割合）

第 2 6 条　 算定政令第 1 1 条の 2第 4項の条例で定める数は、 各市町村につき、 当該市町

村に係る同項第 1号に掲げる数と する。

　 （ 子ども ・ 子育て支援納付金納付金被保険者数等割合）

第 2 7 条　 算定政令第 1 1 条の 2第 5項の条例で定める数は、 各市町村につき、 当該市町

村に係る同項第 1号に掲げる数と する。

　 　 　 附　 則

　 この条例は、 令和 8年 4月 1日から施行する。

　 （ 提案理由）

　 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令（ 昭和 3 4 年政令第 4 1号） の一部改

正に伴い、 関係規定を整備する必要がある。

　 これが、 この条例案を提出する理由である。
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熊本県国民健康保険法施行条例の一部を改正する条例（案）の概要 
国保・高齢者医療課  

 

議案番号 

 

  条 例 名 

 

                  内             容 

 

第８３号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊本県国民健康

保険法施行条例

の一部を改正す

る条例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 条例改正の趣旨 

  国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令（昭和３４年

政令第４１号）の一部改正に伴い、関係規定を整備する。 

 

２ 内容 

(1) 市町村から徴収する子ども・子育て支援納付金の算定のため

の基準等について定める。（第２５条－第２７条関係） 

 ① 子ども・子育て支援納付金納付金所得係数の基準は、全国

平均と比較した子ども・子育て支援納付金に係る県内被保険

者の所得水準として国が示す係数であることとする。 

 ② 子ども・子育て支援納付金納付金所得等割合は、市町村ご

との県内全市町村における被保険者の所得のシェアとする。 

 ③ 子ども・子育て支援納付金納付金被保険者数等割合は、市

町村ごとの県内全市町村における１８歳以上被保険者数のシ

ェアとする。 

(2) その他規定の整理を行う。（目次、第１２条－第２４条、第

２８条関係） 

 

３ 施行期日 

令和８年４月１日 
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第　 9 7 　 号

　 　 　 権利の放棄について

　 次のと おり 権利を放棄するこ と と する。

　 　 令和 8年 2月 1 7 日提出

熊本県知事　 木　 村　 敬　 　 　

　 （ 提案理由）

　 権利の放棄については、 地方自治法（ 昭和 2 2年法律第 6 7号） 第 9 6 条第 1項の規定

により 議会の議決を経る必要がある。

　 これが、 この議案を提出する理由である。

権利の根拠
相手方

放棄する権利
理由

種類 貸付年度 内訳 金額等

母子福

祉資金

貸付金

平成 2 6

年度

個人 未償還元金 1 6 2 ， 0 2 5 円 　 貸付けの相

手方の破産に

より 今後回収

の見込みがな

いため。

利子 5 ， 4 4 9 円

その他 未償還元金に係る

違約金の請求権
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権利の放棄について（概要） 
子ども家庭福祉課  

 

議案番号 

 

  条 例 名 

 

                  内             容 

 

第９７号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

権利の放棄につ

いて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 放棄する権利 

母子福祉資金貸付金債権 １件 

  ・貸付年度  平成26年度 

・債権の内訳 未償還元金 162,025円 

       利   子   5,449円 

そ の 他 未償還元金に係る違約金の 

請求権 

 

２ 権利の放棄を行う理由 

貸付けの相手方の破産により今後回収の見込みがないため。 
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